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台風・豪雨・山火事頻発、海水面上昇・砂漠化ジリジリ進行
防ぐ行動・待ったなし②

再生可能エネルギー電力にしませんか

温室効果ガスと発電
　頻発する風水害・干ばつ・山火事、確実に進行している海水面上

昇・砂漠化の大きな原因は、人間の活動で生み出されたＣＯ２など

の温室効果ガスです。

　地球環境にとって　①市民生活、企業活動を通じてエネルギー消

費を合理的に節約すること　②必需エネルギーのうち電力は二酸化

炭素（ＣＯ２）などの温室効果ガス発生の少ない作られ方をしたも

のに転換すること　が極めて重要です。

　温室効果ガスは主に化石燃料を燃やすことで発生します。その中

でも、燃焼して同じ熱量を得るために排出されるＣＯ２排出量の比

（＝排出係数の比）は＜石炭10＞：＜原油7.5＞：＜天然ガス（Ｌ

ＮＧ）5.5＞で、石炭は最も多く排出し、天然ガスは化石燃料の中

ではよりましな燃料とされます。

　化石燃料による発電を減らすことが肝要ですが、化石燃料発電の

場合は排出係数の低い燃料を選ぶことが求められます。

原　発
　ＣＯ２排出抑制にからんで、原発は温室効果ガスを出さないとい

う宣伝がありますが、原発は「数万年かかる廃棄物管理」と「事故

発生時に起こる補償不可能な苛烈被害」という人類が対応不可能な

固有の課題を持っています（放射性物質が半減期を繰り返し、生物

にとってほぼ安全になるまでの何万年もの期間存続して安全管理に

責任を負える政府・企業はない。原発は安全だと主張する政府・企

業の本音は「先のことは知ったことか」）。この課題をコストに織

り込めば、原発は市場経済の中では成り立たないということは多く

の政府、企業で認識されつつあります。

世界人類の協力で気温上昇を止めなくてはならない
　温室効果ガスによる気候変動を防止するための国際的な取り組み

が進んできました。直近の成果としては、2015年パリで開催された

第21回国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ21）でパリ協定が

採択され、16年に発効しました。

　協定では「世界共通の長期目標として、産業革命前に比して平均

気温上昇を1.5℃未満を目標にする」とし、従来抵抗してきた米中

も批准してすべての国が参加する公平な合意となりました。（2016

年現在で既に1.0℃上昇しており、対策は一刻の猶予もない現状で

す）

　しかし16年の選挙で政権をとったトランプ米大統領は、温暖化ガ

スの気候への影響はウソだと言い張り、パリ協定から離脱し世界中

の心ある人々を深く失望させています。

急がれる再生可能エネルギーへの転換
　戦後の日本では長い間10電力会社が地域の発電・送電・配電を独

占して火力・原発を軸にした大規模発電・集中統制型の電力供給を

行ってきました。

　しかし、石油危機を教訓に政府が主導して74年に「サンシャイン

計画」を策定して、太陽光・太陽熱、風力、地熱などによる代替エ

ネルギー確保の計画と投資が始められました。この段階では日本の

取り組みは世界でも先進的でしたが、実際の展開は圧倒的な力を持

つ10電力会社が投資済みの発送配電システムに固執したために、再

エネへの転換は極めて狭い隙間に押しとどめられてきました。

　地球環境の現状に照らせば、一刻も早く再エネへの転換を進める

ことが求められています。

大手電力の独占と政府の政策が
エネルギーシフトを妨げている

　大規模発電・集中統制型の送配電というシステムと、原発・石炭

火力に依存してきた10電力会社はその延長上で利益を求めます。電

力会社、関連産業、経済産業省が一体となった抵抗・妨害により、

再生可能エネルギーへの転換は妨げられてきました。

　電力「自由化」にもかかわらず、発送電分離（発電と送配電を別

の主体が担う）が全く不十分で、10電力会社が過去と同じように送

電コントロールを維持して、現実には送電容量が大きく余っている

にもかかわらず、停止中・建設予定中の原発、石炭火力などの大型

電源分の容量を先取りして、再エネ事業者には送電容量を超えると

して受け入れを拒んでいます。また、資源エネルギー庁が音頭を

とって作った「新電力市場」が10電力会社の既得権と原発を守り、

再エネ事業者の参入をより困難にしています。

私たちに今できること・再エネ電力に切り替え
　かつては独占的10電力会社からしか買えなかった電気も、今では

生活に必要な電力を自由に選んで買うことが可能になりました。

「今だけ・金だけ・自分だけ」社会を変えて、地球環境と生き物の

生存を守るため、再生可能エネルギー新電力に切り替えてみません

か。

① 　新電力選び：新事業者ならどこでもよいわけではなく、どのよ

うにして作った電力かを明示して再生可能エネルギーを販売する

事業者を選ばないと問題解決につながりません。望ましい事業者

は全国各地で増えつつあります。例えばこの運動を真剣に担って

いる運動体である「パワーシフトキャンペーン」のホームページ

では28事業者を紹介しています、お住まいの近くの事業者を探し

てみてはいかがでしょうか。

② 　電力料金：現段階では料金は前より少し高くなることもありま

す。気候変動防止にカンパしているつもりで引き受けましょう。

将来再エネとの契約が圧倒的に増えれば状況は変わります。

③ 　再エネ理由の停電は無い：日照不足、風力不足でも事業者間で

融通し合うので停電は起こしません。

④ 　手続きは簡単：自分で選んだ新たな事業者に申し込むと、今ま

での契約解消もやってくれます。具体的には希望する事業者と打

ち合わせて決めてください。

　自治退ニュースNo.286で「気候変動と温室効果ガス」「気候とエネルギー」などをお伝えしました。本号はその続報で電力購入に

関する訴えです。



　安心総合共済の新制度（2021年３月20日契約発行）が、６月５

日開催された第15期自治退共済会（書面）総代会で決定されまし

た。今回の新制度は、加入者優先をコンセプトに、補償内容の改善、

掛金の引下げ、付帯サービスの充実など、より魅力的な内容にリ

ニューアルされました。今回は、改善された内容のポイントを紹介

します。

1.　今回の安心総合共済制度の改善内容のポイント
　　今回の制度改善は、「傷害保険」の補償金額の引上げ、さらに

全タイプの掛金を引き下げることにしました。あわせて、付帯

サービスもより充実しました。

(１)　傷害保険の補償額の引き上げ

　① 　入院日額が3,500円から4,000円に引き上げられました（「Ｂ

－１タイプ」「Ａ－タイプ」）。

　② 　手術保険金が17,500円～35,000円から20,000円～40,000円に

引き上げられました（「Ｂ－１タイプ」「Ａ－タイプ」）。

(２)　掛金が全タイプで引き下げになります。

　①　「Ｂ－２タイプ」29,900円から28,660円に引き下げられました。

　②　「Ｂ－１タイプ」24,180円から23,770円に引き下げられました。

　③ 　「Ａ－２タイプ」17,240円から16,790円に引き下げられました。

　④ 　「Ａ－１タイプ」14,520円から14,300円に引き下げられました。

⑶　安心総合共済加入者への付帯サービス（無料相談）がより充実

します。

　①　メディカルアシスト（医療相談・24時間・365日）

　　日常の体や病気の悩み、疑問について相談いただけます。対処

法についてのアドバイスや情報提供をさせていただきます。

　②　介護アシスト

　　社会福祉士・ケアマネージャー・看護師が「公的介護保険制度

の内容や手続き」「介護サービスの種類や特徴」等、介護に関す

る相談に電話で対応します。

　③　デイリーサポート（生活支援サービス）

　　法律・税務・社会保険に関する電話での相談ができます。

2.　募集開始時期
　安心総合共済の新チラシを2020年10月から配布し、募集を開始し

ます。ただし、契約発効は、2021年３月からとなります。安心総合

共済は自治退が会員の助けあい・組織強化の一環として取り組んで

いる制度です。既に加入されている方は継続を、まだの方はこの機

会に是非ご加入下さい。

安心総合共済がリニューアル

　依然として高齢者を狙った詐欺が多発しています。今回も、前

回に引続き詐欺防止に向けた取り組みとして、国民生活センター

へ寄せられた相談事例をご紹介します。みなさんも、詐欺防止の

参考にしてください。

1.　具体的なトラブル事例

事例１　高齢者サポートサービス　契約前に十分な検討を

内　容
　頼れる親族がいない中、知人から紹介され、身元保証サービ

スや死後の事務手続きを代行する事業者とサポート契約をした。

「明日どうなるか分からない。一刻も早く預託金100万円を支払

うように」と事業者から急がされているが、契約内容の詳細な説

明を受けていない。どうしたらよいか。（60歳代　女性）

＜ひとこと助言＞

・ 身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行う高齢者サポート

サービスは、事業者によって提供されるサービスの内容や料金

体系が様々です。契約をする際は、自分がどのようなサービス

を望んでいるのかを明確にし、事業者にしっかりと伝えること

が大切です。

・ 契約内容や料金体系などをよく確認し、理解できなければその

場で判断せず、周囲の人に相談するなどして、十分に検討しま

しょう。

・ 自治体が高齢者支援のサービスを実施している場合もあります。

お住まいの地域で提供されているサービスについても調べてみ

ましょう。

事例２　歯科インプラント治療　十分理解してから受けましょう

内　容
1. 　数年前、全ての歯をインプラントにした。定期検診でレント

ゲン画像を見た歯科医師に「薬を飲んでいるか」と聞かれ、骨

粗しょう症の薬を飲んでいることを伝えると、大学病院に行く

よう促された。大学病院では、「あごの骨が腐食し始めてい

る」と言われた。（80歳代　女性）

2. 　インプラント治療後に頭痛がして、あごが腫れ痛んだ。他の

医療機関でインプラント体の埋め方が浅いことが分かり、外し

てやり直した。（70歳代　女性）

＜ひとこと助言＞

・ 歯科インプラント治療は、歯が抜けたところのあごの骨に人工

の歯の根（インプラント体）を埋め込み、その上に人工の歯を

作るものです。

・ 治療に外科手術を伴うので、服用している薬や基礎疾患等に

よっては、注意を要する場合があります。治療を受ける場合に

は、自分でもしっかりと情報を収集し、歯科医師に治療方法や

費用、リスク等の説明を求め、口腔内および全身の状況を確認

した上で、本当に受けるかどうか慎重に判断しましょう。

・ 治療後不具合が生じ、手術を受けた医院でも対応されない場合、

速やかに歯科大学、大学の歯学部の付属病院、口腔外科専門医

等を受診しましょう。

2.　困ったときの対処法
　消費者トラブルで困ったときは、一人では悩まずに、全国共通

の電話番号「消費者ホットライン188」へご相談ください。地方

公共団体が設置している身近な「消費生活センター」や「消費生

活相談窓口」を案内します。

　これ以外にももっと多岐にわたった相談事例もあります。知り

たい方は、「国民生活センター見守り新鮮情報」を検索してくだ

さい。

※相談事例は「独立行政法人国民生活センター」資料より活用。

あなたは狙われている 「高齢者の消費トラブルとトラブル防止のために」
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